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20
 空間放射線量測定結果（測定日：10月4日　地表100㌢で測定、単位：マイクロシーベルト／時間）テラス沼田0.07、利

南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、池田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、薄根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.07、川田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.06、白沢支所0.05、利根支所0.08
1002608

　女性の人権ホットライン強化週間として、夫やパー
トナーからの暴力やストーカーなど、女性の人権に
関する相談・悩み事についての電話相談窓口の受
付時間を延長します。

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

11月15日（水）～21日（火）

●「女性の人権ホットライン」専用番号 (全国共通 )
☎ 0570-070-810（ゼロナナゼロのハート
ライン）ＩＰ電話は不可
受付時間　平日：午前８時 30 分～午後７時／土・
日曜日：午前 10 時～午後５時（強化週間以外は
平日午前８時 30 分～午後５時 15 分）
問合せ　前橋地方法務局人権擁護課☎ 027-221-
4466

　配偶者や恋人などの親しい関係で起こる暴力を
ＤＶ、またはデートＤＶと呼びます。ＤＶを受けて
いると感じたら、すぐに相談してください。
期間　11 月 12 日（日）～ 25 日（土）
※ 11 月 25 日は女性に対する暴力撤廃国際日です
●ＤＶに関する相談窓口
・群馬県女性相談センター☎ 027-261-4466
受付時間　平日：午前９時～午後 7 時 30 分／土曜
日：午前 10 時～午後５時／日曜日：午後１時～５時
※祝日・年末年始は休み
・市民協働課市民相談係☎内線 3057
受付時間　平日午前８時 30 分～午後５時 15 分
※緊急時は 110 番または最寄りの警察署へ
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女性に対する暴力をなくす運動
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